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「笊で水をくむ」
ざる

校 長 林 祐 司

５月１日から令和元年となりました。教職員一同、心を新たにして、令和の時代を担う生徒たちの育
成に努めて参ります。
さて、今年度から中学校でも「特別の教科 道徳」（道徳科）が全面実施になりました。これまでの

授業では副読本が使われていましたが、教科化に伴い教科書が使用されています。授業の進め方も、問
題解決的な学習を取り入れるなど指導方法の工夫を図ります。また、生徒の発達の段階に応じて、答え
が一つではない道徳的な課題を一人一人の生徒が自分自身の問題として捉え、向き合う「考え、議論す
る道徳」への転換を図っていきます。
ところで、私はかつてお世話になった方から「笊で水をくむ」という話を伺ったことがあります。泉
から水をくんで桶に移すために、竹で編んだ笊を沈めます。水中の笊は水で満たされているように見え
ますが、笊を持ち上げれば水はすべてこぼれ落ちてしまいます。何度挑戦しても、それは変わりません。
しかし、笊にはほんのわずかながら水滴が付きます。その水滴を桶にたらせば、そのわずかな一滴をく
んだことになります。その作業を幾度となく繰り返していけば、桶には次第に水が溜まり、やがて桶は
水で満ちあふれます。また、その繰り返しの中で、笊の竹に水がしみこんで、笊の目はわずかですが狭
まります。ですから水をくみ始めたときよりも、少しずつ多くの水をくむことができるようになるとい
うのです。
生徒の内面である「道徳性」にせまる道徳教育は、授業後にすぐに生徒の変容が期待できるとは限り
ません。それでも私たちは、道徳科の授業を要にしながら教育活動全体を通じて、着実に道徳教育を行
っていきます。生徒たちにも個性がありますから、笊のくみ上げ方にも工夫が必要です。小さなことで
も軽視せず、そして生徒の状態を見極めながら一つ一つ丁寧に積み上げていく取り組みが、生徒たちを
少しずつ大きくしていくのだと思います。今回の道徳教科化を一つの機会として、「生徒の成長」とい
う桶に、「生きる力」につながる清い水をくみ上げる取組をしていきたいと考えています。

《教育実習が始まります》
教育実習生についてご紹介します。よろしくお願いいたします。

HP上ではこの箇所を割愛しております。

《メール配信サービスについて》
ご登録いただいておりますメール配信サービスですが、５月８日（水）12：00 にテスト配信を行い

ます。登録しているのに受信できなかった場合は、スマートフォン・携帯電話・パソコン等のメール設
定が受信可能になっているかどうかをご確認ください。
なお、アドレス変更をした場合は、再登録が必要となります。

  



《着任者から》 ～よろしくお願いします～

HP上ではこの箇所を割愛しております。

《部活動の大会》（順不同）
◎女子バレーボール部
◇第１１ブロック中学校バレーボール春季大会 第３位

◎女子ソフトテニス部
◇第１１ブロック中学校ソフトテニス春季大会 団体戦 第３位

◎男子ソフトテニス部
◇第１１ブロック中学校ソフトテニス春季大会 団体戦 第８位

《５月の主な予定》 ＊詳しくは、月予定、学年だより、その他ご案内をご覧ください。

日 曜 行 事 等
１ 水 休日（天皇の即位の日）
２ 木 休日
３ 金 憲法記念日
４ 土 みどりの日
５ 日 こどもの日
６ 月 振替休日
７ 火 全校朝礼 安全指導

１０ 金 眼科検診（全校） ＳＣ☆

１１ 土 土曜授業 引渡訓練 部活動保護者会
１３ 月 ２，３年中間考査 １年復習確認テスト 一斉委員会・中央委員会
１４ 火 耳鼻科検診（１年） ＳＣ
１５ 水 中学校教育研究会総会（給食なし、⑤カット）
１６ 木 内科検診（３年）
１７ 金 生徒総会 尿検査（２次）
２０ 月 生徒朝会
２１ 火 校外学習（１年） 修学旅行事前指導（３年） ＳＣ
２２ 水 修学旅行１日目（３年）
２３ 木 修学旅行２日目（３年）
２４ 金 修学旅行３日目（３年） 弁護士いじめ防止出前授業（１年）
２７ 月 教育実習始
２８ 火 尿検査（２次追加） ＳＣ
３０ 木 歯科検診予備日
３１ 金 熱中症予防講習会（１年） 避難所運営連絡協議会
☆ＳＣ：スクールカウンセラー来校日です。


